
地方創生に向けた全国知事会の体制について 

１ 名称 

  全国知事会 地方創生対策本部 

２ 目的 

  国の「まち・ひと・しごと創生本部」の動きに対応し、地方創生に

関する具体的な提言を行うなど、全国知事会として一体となった取組

を行う。 

３ 構成 

 ○ 地方創生に関わりの深い委員会委員長、ＰＴリーダーをメンバー

とする。 

＜メンバー＞ 

①高橋北海道知事、②佐竹秋田県知事、③吉村山形県知事、 

④福田栃木県知事、⑤石井富山県知事、⑥古田岐阜県知事、 

⑦平井鳥取県知事、⑧飯泉徳島県知事、⑨尾﨑高知県知事、 

⑩古川佐賀県知事、⑪広瀬大分県知事 

 ○ 本部長を古田岐阜県知事、副本部長を飯泉徳島県知事とする。 

 ○ 山田全国知事会会長、上田埼玉県知事を顧問とする。 

４ 設置日 

  平成２６年９月２２日（月） 


